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南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031
【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004
【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040
【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020
【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029
【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
下水道部
　企業経営課☎50-3036
　下水道課☎50-3039
　下水道加入促進課☎50-3041
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

　 期
間

　

７
月
15
日（
木
）〜
24
日（
土
）

重
点
項
目

　

❶
高
齢
者
と

子
ど
も
の
交
通

安
全
❷
自
転
車
の
交
通
安
全
❸

飲
酒
運
転
な
ど
悪
質
・
危
険

な
運
転
の
根
絶
❹
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
着
用
の
徹
底 

問
生
活
環
境
課
☎
43
・
５
０
２
４

夏
の
交
通
事
故

　

防
止
運
動
期
間

　

父
子
家
庭
へ
の
児
童
扶
養
手
当
支
給
を
開
始

　

ひ
と
り
親
家
庭
に
対
す
る
自

立
を
支
援
す
る
た
め
、
８
月

１
日
か
ら
父
子
家
庭
の
父
に

も
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
受
給
に
は
申
請（
認
定
請

求
）が
必
要
で
す
。

手
当
月
額

※
公
的
年
金
の
受
給
や
所
得
制
限
で
、

受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
手
続
き

　

既
に
支
給
要
件
に
該
当
す
る

人
は
、
７
月
１
日
か
ら
申
請
が

で
き
ま
す
。
ま
ず
は
福
祉
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

❶
７
月
31
日
ま
で
に
支
給
要
件

に
該
当
す
る
人
＝
11
月
30
日

ま
で
に
申
請
を
す
れ
ば
、
８

月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

❷
８
月
１
日
以
降
、11
月
30
日
ま

で
に
支
給
要
件
に
該
当
し
た
人

＝
11
月
30
日
ま
で
に
申
請
す
れ

ば
、「
要
件
に
該
当
し
た
日
の
翌

月
分
」か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

問
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
２

全部支給 一部支給

4万1,720円
9,850円～
4万1,710円

▼児童１人の支給額

児童数 加算額

２人目 5,000円

３人目以降 3,000円／人

▼児童２人目以上の加算額

　 ８月から

　 　

７
月
４
日（
日
）

　
　
　
　
　

午
前
８
時
〜
10
時

　

道
路
沿
道
や
公
会
堂
、
公
園

な
ど
を
美
し
く
し
ま
し
ょ
う
。

午
前
10
時
頃
か
ら
ゴ
ミ
収
集
車

が
回
り
ま
す
。

※
家
庭
内
の
ゴ
ミ
は
、
絶
対
出

さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

問
生
活
環
境
課
☎
43
・
５
０
２
４

全
島
一
斉
清
掃

　
「
福
祉
医
療
」の
受
給
者
証
を
送
り
ま
し
た

成
22
年
度
所
得
証
明
書
（
住
民

税
所
得
割
税
額
の
控
除
の
明
細

が
分
か
る
も
の
）
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
医
療
利
用
上
の
注
意

▽
払
戻
し
の
申
請
が
必
要
な
例

　

❶
受
給
者
証
が
使
え
な
か
っ

た
（
県
外
受
診
な
ど
）
❷
福
祉

医
療
の
受
給
者
が
補
装
具
な
ど

の
装
着
を
し
た
❸
老
人
医
療
で

１
か
月
の
一
部
負
担
金
の
合
計

が
限
度
額
を
超
え
た

▽
福
祉
医
療
の
助
成
が
な
い
例

❶
学
校
等
で
の
事
故
で
日
本
ス

ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
の

給
付
を
受
け
る

❷
他
の
公
費
負
担
医
療
の
給
付

（
障
害
者
自
立
支
援
医
療
等

に
該
当
な
ど
）
を
受
け
る

❸
訪
問
看
護
を
受
け
る
と
き

問
保
険
課
☎
44
・
３
０
０
３

福
祉
医
療　

高
齢
者
や
重
度

障
害
者
、
乳
幼
児
等
、
母
子
・

父
子
家
庭
の
親
子
、
遺
児
な
ど

の
人
の
医
療
費
の
一
部
を
助
成

す
る
制
度
で
す
。

　

対
象
者
に
は
、
６
月
下
旬
に

受
給
者
証
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
７
月
以
降
は
新
し
い
受
給

者
証
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

受
給
者
証
の
交
付

　

受
給
者
証
の
交
付
に
は
所
得

の
申
告
が
必
要
で
す
。
対
象
者

で
も
所
得
の
申
告
が
な
い
場
合

は
、
受
給
資
格
の
確
認
が
で
き

な
い
た
め
、
受
給
者
証
を
交
付

で
き
ま
せ
ん
。
対
象
者
で
届
い

て
い
な
い
人
は
平
成
21
年
中
の

所
得
を
税
務
課
で
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。（
所
得
が
な
く
て
も
、

申
告
が
必
要
で
す
）

　

な
お
、
平
成
22
年
１
月
１
日

に
市
内
に
住
所
が
な
い
人
は
、

住
所
が
あ
っ
た
市
区
町
村
で
平

　６月下旬郵送

　

農
地
を「
貸
し
た
い
」「
借
り
た
い
」人
へ

　

農
業
委
員
会
で
は
、農
地
を

「
貸
し
た
い
」「
借
り
た
い
」
と

い
っ
た
情
報
の
収
集
と
提
供
に

努
め
て
い
ま
す
。

　

農
地
情
報
の
登
録
及
び
提
供

は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
の
で
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
農
業
委
員
会
☎
43
・
５
０
２
９

　

第22回 参議院議員通常選挙

公示日（立候補届出日）は、６月24日（木）。開票は
７月11日（日）21：30から文化体育館で行います

投票時間　７：00～20：00
７月11日（日）

　仕事や旅行などで投票日当日に投票ができない人は期日前投票が

できます。
■三原公民館トレーニング室
６月25日（金）～７月10日（土）
８：30～20：00

■市役所緑庁舎、南淡公民館
７月３日（土）～10日（土）
８：30～20：00
※南淡図書館→南淡公民館に変更

期日前投票

■シーパ特設期日前投票所
７月３日（土）～10日（土）
９：30～20：00
※西淡庁舎→シーパに変更

■沼島総合センター（沼島地区の有権者）
７月７日（水）～９日（金）
８：30～17：00

不在者投票

（１）他の市区町村での不在者投票
　仕事や学業などの都合で市外に滞在のため、市内での投票ができない人は、あらかじめ市選挙

管理委員会に手続きを行い、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

（２）病院・老人ホーム等の指定施設での不在者投票
　都道府県選挙管理委員会から指定を受けている病院、老人ホーム等の施設に入院又は入所

されている人は、施設内の不在者投票所で投票ができます。投票を希望される人は施設にお

申し出ください。

投票は２種類

当選させたい「候補者
名」または「政党名」を
１つ書いて投票します。
投票用紙は白色の用紙

です。

選挙区の当選させた

い「候補者名」を書い
て投票します。

投票用紙は薄い黄色

の用紙です。

選挙区選挙 比例代表選挙  １   ２

参議院議員は任期が６年で、３年ごとに半数が入れ替わります。
また、参議院議員選挙には各都道府県の区域を選挙区の単位とした
「選挙区選挙」と全国を単位とした「比例代表選挙」があります。
有権者の皆さまは、「選挙区」と「比例代表」の２種類の投票がで
きます。

（３）郵便等による不在者投票
　身体に重度の障害がある人で、特定の要件に該当する人は在宅で投票ができます。あらか

じめ郵便等投票証明書を持つ必要があります。手続きについては、市選挙管理委員会へお問

い合わせください。

あ
な
た
の
意
志
を
託
す
一票
を
大
切
に

ご
家
族
、ご
友
人
の
方
々
を
誘
い
合
わ
せ
て
投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う
！

比例代表選挙における政党の投票数は、所属候補者個人の得票数と政党の得票数を合算したものと
なります。各政党の当選者数は政党数に応じて配分され、個人の得票数が多い順に当選を決定します。

選
挙
区

比
例
代
表

一人「２種類」

候補者名の氏名
を書いて投票

○
山
○
美

候補者名または
政党名を書いて投票

○
本
○
郎

△
△
党

ま
た
は

問選挙管理委員会☎43-5004




